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平成２９年第２回市議会定例会（６月）
総務常任委員会審査報告

平成２９年 ６月１４日

委員長 大 関 嘉 一

総務常任委員会の審査の結果をご報告申し上げます。

今定例会におきまして、当常任委員会に審査付託になりました案件は、

初日に付託されました案件を除いて、補正予算専決処分報告３件、補正

予算３件、契約締結２件、請願１件の、合計９件であります。

審査の結果につきましては、お手元に配付されております報告書のと

おりでありますが、審査の経過と概要についてご報告申し上げます。

はじめに、報告第７号「平成２８年度一般会計補正予算（専決第４

号）専決処分報告」でありますが、これは、議会費において、慶弔関係

支出の発生により、予算に不足が生じたため、議長交際費１０万円を３

月１０日付けで専決処分したものであり、その財源として地方交付税を

充てたものであります。

この専決処分につきましては、緊急やむを得ないものと認め、報告の

とおり承認すべきものと決定した次第であります。

次に、報告第８号「平成２８年度一般会計補正予算（専決第５号）専

決処分報告」でありますが、当常任委員会に審査付託になりましたのは、

歳入では、２款、３款、６款、８款、１０款、１２款から１８款、２０

款及び２１款、歳出では、１款、２款、９款、１２款及び１３款、並び

に、地方債の変更でありますが、主な内容について、ご報告申し上げま

す。

歳入につきましては、地方譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付

金、使用料、国・県支出金、財産収入、寄附金、基金繰入金、及び、市

債などの年度末における、精査、並びに、確定に伴う補正のほか、６款

地方消費税交付金では、社会保障財源分を含む２億２４７４万３千円を、

また、１０款地方交付税では、特別交付税５億２６６３万６千円を増額

したものであります。

歳出につきましては、事業費の確定や決算見込みに基づく補正が主な

ものであり、２款総務費では、退職手当特別負担金の確定により、職員

人件費を２５５６万４千円を増額、また、地域雇用創出推進基金、公共

施設等維持補修基金、及び、行政改革に伴う人件費平準化基金に、合わ

せて１３億８千万円を積み立てたほか、１２款公債費では、長期債償還

利子を９５７０万７千円減額し、また、収支調整のため、１３款予備費
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を９０９３万１千円減額したものであります。

また、地方債補正でありますが、庁舎等整備事業、及び、文化施設等

整備事業など、３１事業の起債限度額を変更したものであります。

次に、報告第１０号「平成２８年度情報センター特別会計補正予算

（専決第１号）専決処分報告」でありますが、これは、一般管理費及び

番組制作費の確定による減額を一般会計繰入金や市債で調整したほか、

ケーブルテレビ整備事業の起債限度額の変更が主なものであり、歳入歳

出それぞれ７８４万７千円減額し、補正後の予算総額を

５億２９８２万６千円としたものであります。

以上、２件の補正予算に係る、３月３１日付けの専決処分につきまし

ては、いずれも報告のとおり承認すべきものと決定した次第であります。

続いて、各会計の補正予算についてであります。

はじめに、議案第１１８号「平成２９年度一般会計補正予算(第４

号)」でありますが、当常任委員会に審査付託になりましたのは、歳入

では、９款、１１款、１３款から１５款、１７款から２０款、歳出では、

１款、２款、９款、１３款、継続費９款、並びに、地方債の追加・変更

であります。

今回の補正は、全般にわたり、職員の定期人事異動、賃金改定に伴う

人件費、及び、肉付け予算の措置による補正でありますが、人件費以外

の主な内容についてご報告申し上げます。

歳入についてでありますが、９款地方交付税では、普通交付税の増額、

１１款分担金及び負担金では、移動通信用鉄塔施設整備事業者分担金の

措置、１３款国庫支出金では、消防施設整備費補助金の採択による措置、

１４款県支出金では、移動通信用鉄塔施設整備事業費補助金の措置、１

５款財産収入では、貸付け契約の終了に伴う土地建物貸付収入の減額、

１７款繰入金では、地域雇用創出推進基金繰入金等の減額、ともしび基

金繰入金、公共施設等維持補修基金繰入金、及び、行政改革に伴う人件

費平準化基金繰入金等の増額、１８款繰越金では、前年度繰越金の増額、

１９款諸収入では、コミュニティ助成事業補助金、移転補償費、施設等

破損賠償金、及び、地域イベント助成事業助成金の措置、２０款市債で

は、庁舎等整備、老朽化公共施設解体、消防施設、及び、防災施設整備

など各事業債の増額であります。

次に歳出についてでありますが、２款総務費では、ともしび基金への

積立金、花立キャンプ場管理棟の解体、大内中俣地区への移動通信用鉄

塔施設の整備、岩城総合支所、西目総合支所庁舎の修繕、及び、松ヶ崎

出張所屋上の防水改修に要する経費の措置、９款消防費では、同報系防

災行政無線の屋外拡声子局を矢島、西目、鳥海地域へ増設するための経

費の措置が主なものであり、また、１３款予備費では、４千万円を増額

しようとするものであります。

また、継続費９款でありますが、同報系防災行政無線屋外拡声子局増
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設事業について、平成２９年度１億１６２万９千円、３０年度

９４２９万５千円、総額１億９５９２万４千円の継続費を設定しようと

するものであります。

また、地方債補正でありますが、防犯灯整備事業など、１０事業につ

いて追加するほか、庁舎等整備事業、及び、道路改良事業など、１１事

業において、起債限度額を変更しようとするものであります。

次に、議案第１２２号「平成２９年度情報センター特別会計補正予算

（第１号）」でありますが、歳入では、一般会計繰入金や施設等移転補

償費の増額であり、歳出では、人事異動に伴う人件費、及び、鳥海地域

矢ノ本地区内の国道１０８号の道路改良に伴う支障移転修繕料の措置で、

歳入歳出それぞれ９４３万８千円増額し、補正後の予算総額を

４億４０８０万３千円にしようとするものであります。

次に、議案第１３０号「平成２９年度情報センター特別会計補正予算

（第２号）」でありますが、これにつきましては、車両物損事故、住宅

や作業小屋の火災による、伝送路の修繕に要する経費を措置するもので、

歳入歳出それぞれ６３８万９千円増額し、補正後の予算総額を

４億４７１９万２千円にしようとするものであります。

以上、ご報告申し上げました３件の一般会計及び特別会計の補正予算

につきましては、いずれも提案の趣旨を了とし、原案のとおり可決すべ

きものと決定した次第であります。

次に、契約締結の案件であります。

議案第１２８号「物品（水槽付消防ポンプ自動車）購入契約の締結に

ついて」は、本荘消防署に配備する１台の車両の購入について、猿田興

業株式会社の代表取締役社長と５２１６万４千円で、議案第１２９号

「物品（小型動力ポンプ付積載車）購入契約の締結について」は、矢島、

由利、大内地域の消防団に配備する３台の車両の購入について、株式会

社高義商会の代表取締役と２５９８万４８００円で、それぞれ、契約を

締結するにあたり議会の議決を得ようとするものでありますが、いずれ

も提案の趣旨を了とし、原案のとおり可決すべきものと決定した次第で

あります。

最後に、請願第１号「地方財政の充実・強化を求める意見書提出につ

いての請願」でありますが、社会保障予算の充実、地方財政確立の観点

から、地方一般財源総額の確保、地域の事情を踏まえた財政措置、地方

交付税の財源保障、及び、合併市町村の実態に即した交付税算定を行う

ことなどについて、国に対して意見書の提出を求める請願であります。

この請願につきましては、慎重に審査した結果、請願の趣旨を了とし、

全会一致で採択すべきものと決定した次第であります。

以上で、総務常任委員会の審査報告を終わります。


